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令和４年度神奈川県児童福祉審議会障害福祉部会

聴覚障がい児早期支援体制整備の取組について

令和５年３月17日
神奈川県福祉子どもみらい局
障害福祉課
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【第６期障害福祉計画に係る国基本指針】
令和５年度末までに、各都道府県において、児童発達支援センター、特別支援学校（聴覚障害）等の連携強化を 図

る等、難聴児支援のための中核的機能を有する体制を確保することを基本とする。

【第６期神奈川県障がい福祉計画】
＜課題＞

国の基本指針では、新たに、都道府県に「難聴児支援のための中核的機能の確保」が求められています。難聴児及び
その家族に対する支援については、保健、医療、福祉、教育、当事者団体など様々な関係者が、それぞれの立場から関
わっているところであり、切れ目のない支援を受けられるようにする体制の整備が必要です。
＜成果目標＞
難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築
〔成果目標〕難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保
〔令和５年度までの目標〕令和５年度末までに必要な体制を確保
＜目標達成のための方策＞
難聴児支援の中核的機能を有する体制の構築に向けて、保健、医療、福祉、教育等の関係機関や当事者団体等と連携

し、意見聴取を行いながら検討を進めます。

聴覚障がい児支援の中核機能の設置について

※厚生労働省「聴覚障害児支援中核機能モデル事業」の実施主体には政令市も入っており、全国では政令市で既に設置
しているところもあるが、今のところ政令市での設置について明確に国から示されていない。
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【実施主体】 都道府県及び政令指定都市
【事業の対象】都道府県等が行う聴覚障害児支援のための中核機能の構築
【事業の内容】次の（１）～（５）の事業をすべて実施する。
（１）聴覚障害児に対応する協議会の設置

医療・保健・福祉・教育と関係する部局が連携し体制整備と困難ケースへの対応を行う協議会を設
置する。

（２）聴覚障害児支援の関係機関との連携
医療・保健と切れ目なく連携しつつ、既存の児童発達支援センター等や特別支援学校（聴覚障害）

と連携強化し、聴覚障害児の乳児からの対応を強化する。
（３）家族支援の実施

保護者に対する相談、人工内耳・補聴器・手話の情報等を含む適切な情報提供を行う。
（４）巡回支援の実施

聴覚障害児の通う地域の保育所、幼稚園、障害児通所支援事業所、学校等への巡回支援を行う。
（５）聴覚障害児の支援方法に係る研修の実施

聴覚障害児の通う地域の保育所、幼稚園、障害児通所支援事業所、学校等の職員が、聴覚障害児の
支援方法を習熟する機会を設けるための研修会を開催する。

厚生労働省「聴覚障害児支援中核機能モデル事業」について
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本県における聴覚障害児支援中核機能モデル事業の実施について

【令和４年度及び令和５年度】

厚生労働省の「聴覚障害児支援中核機能モデル事業」のメニューを活用して実施
（１）神奈川県聴覚障がい児早期支援体制整備推進協議会の設置

令和4年度 第１回：令和４年11月15日 第２回：令和５年３月15日

令和5年度 ３回実施予定

※以下（２）～（５）以下については、県聴覚障害者福祉センターの指定管理者である社会福

祉法人神奈川聴覚障害者総合福祉協会に中核機能設置を委託して実施

（２）聴覚障害児支援の関係機関との連携

医療機関、ろう学校、市町村母子保健・療育・障害・保育所管課、保育園、幼稚園、児童発達支援セ

ンター、障害児通所サービス事業所等との実務レベルの連携体制を構築していく。

（３）家族支援の実施

保護者に対する相談、人工内耳・補聴器・手話の情報等を含む適切な情報提供

当事者同士及び家族同士の交流の場（家族教室）の開催

（４）巡回支援の実施

聴覚障害児の通う保育所、幼稚園、障害児通所サービス事業所等への巡回支援を行う。

（５）聴覚障害児の支援方法等に係る研修の実施

保育所、幼稚園、児童発達支援センター、障害児通所サービス事業所等の職員を対象に、聴覚に障害

のある乳幼児の理解、聴覚障がい児の支援方法等に関する研修会を開催する。


